
４ 教員の不祥事防止について

１ 懲戒処分等の状況について 

（１）処分件数の推移（事務職員等含む）          平成 31 年 1 月 28 日（月）現在 

区分 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

懲戒 １１ ３ １３ １９ ２１ ３２ ２５ ２４ ２４ ２９ ２０ １５

訓告等 ４４ ２１ ３１ ６７ ５８ 148 ９７ ６６ ４８ ７３ ５６ ５１

計 ５５ ２４ ４４ ８６ ７９ 180 122 ９０ ７２ 102 ７６ ６６

※H20 は不適切な経理処理等(戒告２、訓告等)を含まない 

※H27 は教科書関係問題（戒告２、訓告等６７）を含まない 

（２）本年度の懲戒処分の状況             平成 31 年 1 月 28 日（月）現在 

区 分 免 職 停 職 減 給 戒 告 懲戒計 前年度末 

わいせつ等 ４（１） １ ０ ０ ５（１） １０(１) 

体 罰 ０ ０ ０ ０ ０ １ 

個人情報漏洩等 ０ ０ １ ０ １ ０ 

交通事故 

(含：交通違反)
０ ０ １ ０ １ １ 

酒気帯び運転等 １ １ ０ ０ ２ ０ 

その他 ２ ３ １ ０ ６ ８ 

計 ７（１） ５ ３ ０ １５（１）

前年度末 ８（１） ９ １ ２  ２０(１)

( )は非公表事案で内数 
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２ 不祥事防止対策の取組内容と現状について

（１） 不祥事防止の指導・啓発

平成 30 年３月 29 日付け県教育長通知「『平成 30 年度版 信頼される愛知の教職員であり続

けるために』の活用について」において、不祥事防止研修の充実・強化のほか、県立学校及び

小中学校に向けて次のような対策をとるよう呼びかけた。 

① 啓発資料「平成 30 年度版 信頼される愛知の教職員であり続けるため 

に」と「携帯用チェックリスト」の活用 

 ② 学校内での不祥事防止の体制づくり 

  ア 校内研修と情報共有の体制づくり 

  イ 相談窓口の設置 

 ③ 高等学校の生徒に対するセクハラ啓発リーフレットの配布 

 ④ 職場でのケースメソッドを取り入れた話合い 

 ⑤ 全教職員を対象とした校長によるコンプライアンス面談の実施 

 ⑥ 懲戒処分後の事案に対応した不祥事防止の通知 

  ○ わいせつ行為防止に向けての通知（平成 30 年６月 11 日） 

○ 酒気帯び運転事故防止に向けての通知（平成 30 年８月 17 日） 

○ 交通事故防止に向けての通知（平成 30 年 10 月 12 日） 
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資料 ４－１ 

管理職は、６月中に職員会議等の全体の場で、リーフレット「児童生徒に対する不適切な
行為の撲滅」等を用いた「わいせつ行為撲滅」を目的とする研修会等を行うこと。その際、
今回添付した通知文書（平成 28年１月 25日「教職員の不祥事防止及びリーフレットの活用
について」）を参考とすること。

飲酒運転を未然に防ぐための職場での取組 
県内の交通事故死亡者数は、７月末現在全国ワーストワンの 109 人です。 
① 親睦会等のお酒を飲む会には、自家用車を使用しない。 
② 飲酒後の数時間の仮眠では、アルコールが抜けない場合があることに注意する。 
③ 運転する前日は、飲酒しないか、飲酒する場合も量を控え早めに切り上げる。 
④ 飲酒した人を車で仮眠させない、運転代行を手配し乗車するまで見届けるなど帰宅手段
を確認する。

県内の交通事故死亡者数は、９月末現在全国ワーストワンの 142 人です。 
愛知県警察による交通安全スリーＳ運動 
Ｓtop[ストップ]：赤信号、一時停止場所では必ず停止、横断歩道や交差点では歩行者優先、

飲酒運転の根絶 
Ｓlow[スロー]：見通しの悪い交差点では徐行、子どもや高齢者を見かけたら速度を控える 
Ｓmart[スマート]：シートベルト全席着用の徹底、思いやりを持ったスマートな運転 



（２）県立学校における若手教員に対する研修の充実・強化

研修名 日数（時間）・受講者 研修内容 

初任者研修 １日（うち１時間） 

３６９人 

平成 30 年 4 月 24 日に愛知県総合教育センタ

ーの講堂と大講義室を使って１日日程で行っ

たが、教職員課が「服務管理」の科目におい

て不祥事防止を中心に講話を行った。 

３年目教員研修 半日（うち半日） 

４０９人 

愛知県総合教育センターにおいて、409 名の

参加者を４つのグループに分けて、平成 30 年

10 月 15 日と 22 日の 2日間で半日日程の研修

を４回行った。この研修では、特に不祥事防

止に重点を置いて講義とワークショップを行

った。 

10 年経験者研修 １日（うち５０分） 

２６７人 

平成 30 年 12 月 26 日に、愛知県総合教育セン

ター講堂において講義形式で不祥事防止につ

いての講話を行った。 

（３）県立学校における管理職教員に対する研修の強化

研修名 日数（時間）・受講者 研修内容 

新任校長向けパ

ワーアップ研修 

半日（うち４０分） 

３７人 

平成 30 年 5 月 16 日の午後、半日日程で研修

を行ったが、教職員課県立人事主幹が講話の

中で不祥事防止について触れた。 

教頭向けパワー

アップ研修 

半日（うち３０分） 

３５０人 

平成 30 年 6 月 22 日に１日日程で、教職員課

長、同課県立人事主幹が、講話で不祥事防止

に重点を置いた話をした。 

特別支援学校部

主事向けパワー

アップ研修 

半日（うち３０分） 

９２人 

平成 30 年 6 月 5 日と 6日に、半日日程で 92

人の参加者を二つのグループに分けて、教職

員課県立人事主幹が講話で不祥事防止に重点

を置いた話をした。 
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（４）小中学校における若手教員に対する研修の充実・強化

研修名 日数（時間）・受講者 研修内容 

初任者研修 ３日（うち５０分） 

６４０人 

平成 30 年 5 月９日、16 日、23 日に、総合教

育センターの講堂において、小学校の新任教

員を２グループ、中学校の新任教員を１グル

ープに分けて、教職員課小中学校人事グルー

プが不祥事防止を中心に講話を行った。 

10 年経験者研修 ２日（うち５０分） 

６４５人 

平成 30 年 12 月 27 日に小学校の教員を対象

に、同月 28 日に中学校の教員を対象に、総

合教育センターで、教職員課小中学校人事グ

ループが不祥事防止の講話を行った。 

（５）小中学校における管理職教員に対する研修の強化

研修名 日数（時間）・受講者 研修内容 

新任校長研修会 １日（うち４５分） 

１１５人 

教職員課小中学校人事グループが、平成 30

年 10 月 19 日に新任教頭に対して、同年 11

月 19 日に新任校長対して、に不祥事防止を

含めた学校における危機管理について講話を

行っている。 

新任教頭研修会 １日（うち３０分） 

１７４人 

校長会、教頭会

での講話 

半日（うち 20～30

分）１，０４０人 

今年度４月から５月にかけて、県内ほぼ全域

において、教職員課の職員が、校長会、教頭

会に出席して、不祥事防止についての講話を

行った。 

３ 次年度に向けた取組

○ わいせつ事案撲滅に向けて 

これまで、高等学校の生徒に対して、セクハラ啓発リーフレットを配布していたが、次年度

は、中学校生徒に対しても配布を行う。そのために、セクハラ啓発リーフレットの内容の見直

しを行っている。 
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